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                 小  川  智  代 
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（午前１０時００分） 

    ◎開会の宣告 

〇議長（竹ヶ原利明） おはようございます。ただいまの出席議員は８名であり、定

足数に達しておりますので、令和７年第３回雨竜町議会定例会を開会します。 

 本定例会の運営について議会運営委員会を開催し、協議を行っております。その内

容を委員長、沖田浩一議員より説明いたします。 

 沖田浩一議員。 

〇議会運営委員会委員長（沖田浩一） おはようございます。令和７年第３回定例会

の議事運営について、去る８月２７日に議会運営委員会を開き、協議をしております

ので、報告いたします。 

 本定例会の日程、会期及び案件については、町長提出議案は専決処分１件、補正予

算４件、認定４件、報告２件、条例の制定２件、規約の変更３件、人事案件２件。次

に、議会提出議案は一般質問１件、意見書案１件、会議案１件となっております。ま

た、諸報告の中で行政常任委員会所管事務調査報告及び道内政務調査報告を聞くこと

といたします。 

 以上で報告を終わります。 

〇議長（竹ヶ原利明） 本定例会について地方自治法第１２１条第１項に基づく出席

要求による説明員は、配付資料のとおりであります。 

 

    ◎開議の宣告 

〇議長（竹ヶ原利明） これより本日の会議を開きます。 

 議事日程について局長より説明させます。 

 局長。 

〇事務局長（小宮山めぐみ） 本日の議事日程について説明いたします。お手元に配

付してあります議事日程表を御覧ください。 

 令和７年第３回雨竜町議会定例会議事日程（第１号）。第１日、令和７年９月４日

木曜日午前１０時開議。日程番号１、会議録署名議員の指名。日程番号２、会期の決

定。日程番号３、諸報告といたしまして議会報告、例月出納検査報告、行政報告、教
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育行政報告、行政常任委員会所管事務調査報告、道内政務調査報告。日程番号４、議

案第４７号、専決処分１件。日程番号５から８、議案第４８号から第５１号、補正予

算４件。日程番号９から１２、認定第１号から第４号までの令和６年度一般会計ほか

３特別会計の歳入歳出決算認定について４件。日程番号１３及び１４、報告第４号及

び第５号の報告２件。以上を本日の議題とするものであります。なお、議件名につい

ては記載のとおりですので、朗読を省略いたします。 

 以上で説明を終わります。 

〇議長（竹ヶ原利明） ただいま局長に説明させました日程により進めることにご異

議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） 異議なしと認めます。 

 よって、令和７年第３回雨竜町議会定例会議事日程のとおり進めることとします。 

 

    ◎会議録署名議員の指名 

〇議長（竹ヶ原利明） 日程番号１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２７条により、 

   １番 吉 見 拓 也 議員     ２番 佐々木   徹 議員 

を指名いたします。 

 

    ◎会期の決定 

〇議長（竹ヶ原利明） 日程番号２、会期の決定を議題といたします。 

 お諮りします。本定例会の会期は、本日９月４日から９月１０日までの７日間とい

たしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） 異議なしと認めます。 

 よって、会期は、９月４日から９月１０日までの７日間と決定しました。 

 お諮りします。会議規則第１０条及び同条第２項の規定により、議事の都合から９

月５日から９日までの５日間を休会したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 
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（「異議なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） 異議なしと認めます。 

 よって、９月５日から９日までの５日間を休会とすることに決定しました。 

 

    ◎諸報告 

〇議長（竹ヶ原利明） 日程番号３、諸報告を行います。 

 まず、議会報告を局長にさせます。 

 局長。 

〇事務局長（小宮山めぐみ） お手元に配付してあります議会報告書を御覧ください。

今回は、令和７年６月１７日から９月３日までの間のものでありますが、主なものの

み説明いたします。 

 ８番、８月４日から６日にかけて東京都において空知町村議会議長会中央要望実行

運動を実施し、本町からは竹ヶ原議長が出席しております。令和８年度に向けた北海

道開発予算等の要望のため、道内選出国会議員や中央省庁へ要望活動を実施していま

す。 

 １０番、８月２５日、空知町村議会議長会第３回役員会が沼田町で開催され、竹ヶ

原議長が出席しております。令和７年度のこれまでの事業報告のほか、空知町村議会

議長会表彰規程に基づく表彰者の協議、令和８年度の事業計画案など、第２回定期総

会に向けた議案の審議を行っております。 

 そのほか議会の動静や各委員会の開催状況につきましては記載のとおりであり、説

明を省略させていただきます。 

 以上で議会報告を終わります。 

〇議長（竹ヶ原利明） 次に、例月出納検査報告を聞きます。 

 木村代表監査委員。 

〇代表監査委員（木村幸一） 例月出納検査の結果について報告申し上げます。 

 令和７年度会計、６月分については７月１５日に、同じく７月分については８月１

３日にそれぞれ実施しており、地方自治法第２３５条の２第３項の規定により議長宛

てに報告してあります。写しがお手元に配付されていると存じますが、一般会計並び
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に国民健康保険特別会計、後期高齢者医療特別会計、農業集落排水事業会計について

関係諸帳簿、証憑書類並びに現金、預貯金を照合し、いずれも適正に執行されており、

相違ないことを確認いたしました。 

 なお、各計数につきましては調書のとおりでございますので、説明を省略させてい

ただきます。 

 以上でご報告とさせていただきます。 

〇議長（竹ヶ原利明） 次に、町長より行政報告を聞きます。 

 白川町長。 

〇町長（白川久純） おはようございます。第３回定例会出席誠にお疲れさまでござ

います。ただいま議長からお許しをいただきましたので、私のほうから行政報告を行

います。 

 今回の報告につきましては、令和７年６月１７日から令和７年９月３日までのもの

であります。 

 まず、お手元の資料１番、一部事務組合議会の開催ということで、６件の議会の報

告でございます。１枚めくっていただきまして、右肩に資料１とあります。まず、中

空知衛生施設組合議会第１回臨時会が６月２５日に開催されております。私と木村議

員、佐々木議員が出席しております。条例の改正の一部改正、それから副議長、副組

合長の選任ということでそれぞれ結果は原案どおりということでございます。 

 ２番目、石狩川流域下水道組合議会第１回臨時会、６月２５日に開催されておりま

す。私と吉本議員が出席しております。副議長の選挙、それから副組合長の選任とい

うことでいずれも当選、可決をいただいております。 

 それから、３番目、空知教育センター組合議会第１回臨時会、６月２５日、これは

野村議員が出席されております。副組合長の選任ということで原案どおり同意、可決

という形になってございます。 

 ４番目、滝川地区広域消防事務組合議会第３回臨時会が７月１１日に開催されてお

ります。私と木村議員、野村議員が出席しております。議件につきましては、財産の

取得ということで、水槽付消防ポンプ自動車水ⅠＡ型、これは新十津川消防団の第５

分団に配備されるものでございます。内容につきましては記載のとおりであります。
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裏面に続いて、同じく財産の取得ということで水槽付消防ポンプ自動車、こちらは滝

川消防団第７分団に配備されるものでございます。内容につきましては記載のとおり

でございます。 

 ５番目、空知中部広域連合議会第２回定例会が８月２６日に開催されております。

私、竹ヶ原議員、それから野村議員が出席されております。主なものとしましては、

一般会計ほか３事業会計の令和６年度歳入歳出決算の認定について、それから令和７

年度一般会計ほか３事業会計の補正予算、条例の一部改正、規約の変更が３件となっ

ております。いずれも原案どおりの可決、認定という形になっております。 

 ６番目、西空知広域水道企業団の議会、第２回定例会が８月２９日に開催されてお

ります。私と須見議員、吉見議員が出席されております。令和７年度の水道事業の会

計補正予算第１号、それから規約の変更が３件、６年度の水道事業会計の決算認定が

それぞれ原案どおり可決、認定されております。裏面に続きます。事業会計の中でも

う一件、これは決算に併せまして西空知広域水道事業会計の資金不足比率の報告とい

うことでございます。こちらに関しては、資金不足発生していないということで承認

をされたところでございます。 

 次に、その他のふるさと寄附金、６月１日から８月３１日までの実績でございます。

記載のとおり、寄附者全体で３，０９３件ということで、前年度と比べますと約６割

の件数となっております。寄附金額が１億７，１２２万４，５００円ということで前

年度から比べますと倍になっております。２１３％の増。道内、道外それぞれ道内に

ついては前年と比べまして６５％、道外は６０％の件数というふうになってございま

す。７年度のこれまでの総額が１億８，２４２万１，５００円、前年同期と比べます

と１９３％の増、約２倍という形になっております。件数につきましては、道内、道

外ともそれぞれ前年対比６２％、７０％、全体で約７割という件数になってございま

す。 

 その次、雨竜小中学校における灯油漏れについてでございます。この件につきまし

ては、これまでも途中経過報告をさせていただいているところでありますけれども、

ここではこの案件に係る総括として報告をさせていただきます。発生年月日は、令和

７年６月１８日午前７時頃というふうになってございます。発生場所は、雨竜小中学
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校の校舎南側の教材園になっております。この原因としましては、校舎を周回する地

中の灯油送油管に気づかずに鉄のくいを打ち込んで、そのくいを動かしたため灯油が

漏れたという形になってございます。 

 事故の経過でございますけれども、６月１６日に授業でミニトマトの鉢を教室から

校舎南側の壁側に担任の先生と子供たちで移動させたと。その日の午後に校務補さん

が鉄くいを数か所打って、ロープをはわせてミニトマトの鉢が倒れないように固定を

したということでございます。灯油メーターにつきましては、校務補さんが朝と午後

３時頃、１日２回行っておりまして、発生の１８日の朝６時２０分出勤、６時３０分

頃校務補さんが灯油メーターを点検したまでの間には数量の異常はなかったというこ

とです。１８日の７時頃に教材園へ水やりのため、このミニトマトの鉢です。水やり

のために、打ち込んでいたくいにホースが絡まったと。絡まったので、その絡まった

くいを左右に動かしたと。その後真っすぐに伸ばしてロープを張り直したというとこ

ろでございます。その日の午後校務補が灯油メーターを確認した際に異常な減り方に

気づいたということでございます。小学校、中学校それぞれ管理職が校内周辺を見て

回り、灯油の臭いがするということを確認し、教育委員会へ連絡が入ったというとこ

ろでございます。その後午後３時２０分頃教育委員会と燃料を補給しています三輪燃

料店、それから滝川消防署の江竜支署の職員が学校のほうに来まして現地を調査した

ところでございます。同日同時間、３時４０分頃送油を停止、５０分に油膜を確認で

きる雨水ますを見つけ、周辺を確認したところ、ミニトマトの苗を支えるくいが原因

でないかということが推測されまして、その周辺を掘り、４時２０分頃灯油送油管に

くいが刺さっているということを確認したというところでございます。このことによ

りまして汚水が排出された量が推計で約２．６キロということで推計をしています。 

 周辺の状況でありますけれども、学校隣接国道２７５号線の道路側溝約２００メー

トルのうち、沈降箇所から下流１００メートル、下流１００メートルは学校から南側

です。及び学校校舎向かい側の農業排水路で僅かな油膜を確認したと。その排水路の

流入先の鶴田の沼では油の確認はなかったということでございます。 

 対応としまして、６月１８日に国道道路側溝には油の吸着マットを設置すると。予

防的に農業用の排水路、さらには鶴田の沼下流域に吸着マットを設置してございます。
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１８日には校舎の南側の箇所１か所掘削をしまして、土壌を分離しまして地下水をく

み上げたところであります。また、１９日には校舎の向かい側、国道側にあります物

置の前１か所を掘削し、土壌を分離し、併せて地下水のくみ上げを継続しているとこ

ろでございます。また、１９日、近隣住民に状況を説明し、近隣住民及び下流域で地

下水の利用または排水の利用、これは飲用または農業用についてはないというところ

でございます。経過しまして２３日、町が設置しています平和浄水処理場に、施設に

油の臭いがすると。流れ込んだと思われる灯油が起因して曝気槽で泡状の不純物が発

生している、これをバキュームカーでくみ取っております。２２日までの間断続的に

くみ取り、公共ますと水を、処理剤を断続的に投入したところでございます。これは

６月２３日から７月２２日までの間のということでございます。２４日、学校の敷地

の地中の油の流出状況を確認するため、国道付近の学校駐車場をまた掘削をしており

ます。ここでは油の浸透は確認されず、埋め戻しをしております。それから、２６日、

経過をしまして、学校敷地内の地下水のくみ上げを行っていた２か所の掘削の穴のう

ち、物置前からの水からは油分がほぼなくなってきたため、埋め戻しをしたところで

ございます。経過しまして、７月８日、校舎南側１か所の掘削穴から、水からは油の

成分がほぼなくなってきたため埋め戻しをしております。国道の側溝の吸着マットの

管理、それから農業用排水見回り、これもその間週５回行ってきましたが、週２回に

変更し、継続したところでございます。また、２１日には学校敷地の掘削後の埋め戻

しをし、舗装を施行したところでございます。２８日、浄化槽施設で油の臭いがしな

いということで以降経過観察をしたところでございます。８月５日までに鶴田の沼下

流域の吸着マットで灯油由来と思われる油の吸着及び蓄積はほぼ確認されてございま

せん。以上のことから、７月末をもってこの件については収束と判断、学校と隣接す

る道路側溝の吸着マットは継続して設置しております。道路排水の見回りは、８月中

は週２回、９月は週１回から２回というふうに縮小を予定してございます。 

 これらに関する７月末現在での産業廃棄物排出量、これは引火性の廃油が３，６６

０キロ、有機汚泥が２万２，４４０キロ、それから有機汚泥の水が７，１２０キロ、

混合廃棄物が３７０キロ、瓦礫類が２，９３０キロ、合わせて３万６，５２０キロと

いうところでございます。また、平和浄化処理施設における７月末現在の産業廃棄物
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の搬出量は、引火性廃油が約１万２，０００キロ、有機汚泥の水が約１万２，０００

キロ、合わせて２万４，０００キロというふうになってございます。 

 これら一連の件に関しましては、滝川消防署の江竜支署、深川警察署雨竜駐在所、

北海道開発局深川道路事務所並びに北海道開発局滝川河川事務所、空知総合振興局環

境生活課、滝川保健所生活衛生課並びに空知教育局企画総務課について連絡をしたと

ころでございます。 

 今回の灯油漏れ事故に関しましては、偶発的な事故とはいえ収束までに約１か月以

上を要し、かつ多額の費用処理が発生したところでございます。幸いにも児童生徒及

び周辺住民の皆さんの健康被害、また農作物の影響は確認されておりませんが、今後

このような事故が発生しないよう、学校設置者として施設管理に万全を期してまいり

たいと考えております。議員各位にはご心配をおかけすることになりましたことをお

わび申し上げます。 

 なお、これらの処理に要する費用につきましては、特に緊急を要することから、事

故発生翌日６月１９日付で補正予算（第２号）を専決処分とし、本定例会議案第４７

号において報告し、承認を求めることとしております。よろしくご審議賜りますよう

お願いを申し上げるところでございます。 

 報告書の裏面に移ります。３番目、雨竜町選挙管理委員会委員の補充についてでご

ざいます。８月１９日付で第９町内、岡本博光氏より一身上の都合により辞任したい

旨の届出がございました。地方自治法第１８２条の規定に基づきまして委員長が受理

したところでございます。後任におきましては、補充員番号１番の第５町内、照井勝

氏が９月１日付で就任したところでございます。後任の照井氏の任期につきましては、

前任者の残任期間ということで令和１０年６月２６日までとなってございます。 

 （４）番、その他でございます。中央要請行動等についての報告でございます。６

月１８日から２０日までの間、農業農村の集いが東京都のほうで開催されております。

北海道土地改良事業団体連合会空知支部の理事として出席をし、令和８年度農業農村

整備予算の予算確保についての行動を共にしたところでございます。行動先は、北海

道選出国会議員のところでございます。 

 また、６月２６日から２８日、国営農地の再編整備事業推進連絡会議の連絡協議会
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要請行動に出席しております。要請先につきましては、国土交通省、農林水産省、そ

れから財務省並びに北海道選出国会議員のところに同じく令和８年度予算要望につい

ての要請活動を行ったところでございます。 

 また、７月３０日から８月１日までの間、空知地方総合開発期成会の中央要望に出

席しております。空知管内２４の市、町の首長が４班の体制に分かれまして、私は環

境省、厚生労働省、経済産業省、こども家庭庁並びに道内選出国会議員宛てにそれぞ

れ令和８年度予算についての社会資本整備事業並びに空知管内の課題等について要請

をしたところでございます。 

 なお、先ほど申し上げました北海道国営農地再編整備事業推進連絡会議の令和７年

度総会が８月８日に札幌市で開催されました。今回は役員改選の年でございます。引

き続き私が副会長を仰せつかってございます。この役員の任期は、令和９年の総会ま

でということで、２年の任期というふうになっております。今後とも国営農地再編整

備事業予算確保に向けて要請活動等を行ってまいりたいというふうに考えております。 

 以上が雨竜町行政報告とさせていただきます。それぞれ補正予算、それから決算認

定並びに人事案件等、今回の定例会に提出をさせていただいていますので、よろしく

ご審議いただきますようお願い申し上げまして行政報告とさせていただきます。 

〇議長（竹ヶ原利明） 次に、教育長より教育行政報告を聞きます。 

 糸谷教育長。 

〇教育長（糸谷尚徳） 教育行政報告を行います。今回は、令和７年６月１７日から

９月３日までの間のものであります。 

 １番目の雨竜町スポーツ賞の表彰についてでございます。令和７年８月２７日、ス

ポーツ賞の表彰を行っております。表彰者につきましては佐藤聖敦さん、北海道滝川

工業高等学校軟式テニス部の３年生でございます。表彰理由につきましては記載のと

おりでございます。 

 ２番目の雨竜中学校部活動の結果についてでございます。中体連の北空知大会の結

果から報告させていただきます。まず、ソフトテニス部です。６月２５、２６日に砂

川市で開催されました。初日は団体戦が行われ、男女とも決勝トーナメントへ進みま

して、男子は３位、女子は優勝し、男女とも空知大会への出場権を獲得しております。
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また、２日目には男女の個人戦が行われまして男子４ペア、そして女子５ペアが出場

しております。男子、布川、長原、田中、藤江ペアが、女子は高木、渡邊、大山、高

山、後藤、藤澤ペアがそれぞれ空知大会への出場権を獲得しました。 

 次に、女子バレーボール部です。６月２５、２６日、妹背牛町で開催されました。

雨竜中、沼田中の２校合同によるチームで出場し、予選含む４試合全てに勝利しまし

て優勝、北空知第１代表として空知大会への出場権を獲得してございます。 

 次に、中体連の空知大会であります。ソフトテニス部ですが、７月４日、５日、両

日美唄市で開催され、団体戦、個人戦にそれぞれ出場しております。団体戦の部では、

男女とも３位でございました。男子個人戦の部では、布川、長原ペアが３位となりま

して札幌市で開催される北海道大会への出場権を獲得しました。男子のもう一組と女

子の結果については記載のとおりでございます。 

 次に、女子バレーボール部です。７月４日、５日、南幌町で開催され、雨竜、沼田

中の２校合同チームで出場しております。決勝戦まで勝ち進みましたけれども、決勝

戦で惜しくも敗れ準優勝でありました。なお、北海道大会が深川市ほかで開催される

こととなっておりましたことから、開催地枠で北海道大会への出場権を獲得しました。 

 次に、中体連の北海道大会での結果であります。まず、陸上部ですが、７月２２日、

室蘭市で中学校陸上大会が開催されまして、雨竜中学校３年生の岡村怜皇君が男子８

００メートルに出場しました。自己タイムを更新しましたが、残念ながら予選敗退と

なりました。 

 次に、女子バレーボール部です。７月３１日から８月２日にかけまして深川市及び

妹背牛町で中体連のバレーボール北海道大会が開催されました。雨竜、沼田チームの

合同チームで出場し、予選ブロック２試合を勝ち上がり決勝トーナメントに進出、１

回戦は宗谷地区の地区代表チームと対戦し、２対ゼロのストレート勝ちをしました。

準々決勝で十勝地区と対戦し、善戦したものの惜しくも敗れました。なお、空知から

は地区優勝の南幌ＶＣ、バレーボールクラブと当番校の深川中学校が出場しておりま

す。深川中学校は残念ながら予選で敗退、そして空知地区優勝チームの南幌バレーボ

ールクラブ、ＶＣは決勝トーナメント１回戦で敗退しております。 

 次に、ソフトテニス部です。８月１日から３日にかけまして札幌市で開催された中
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体連ソフトテニス北海道大会に男子個人戦に布川、長原ペアが出場し、１回戦は勝利

したものの２回戦で惜しくも敗れました。ちなみに、２回戦で対戦したペアが最終的

には優勝しております。 

 中体連以外の結果でございます。野球部です。７月１９日から２１日にかけまして

帯広市、芽室町において第４２回全日本少年軟式野球北海道大会ＥＮＥＯＳトーナメ

ント北海道大会が開催されました。雨竜中学校をはじめ、北空知の町立学校５校によ

る合同チーム、北空知連合で出場しました。昨年と同じ組合せとなりました１回戦、

遠軽地区の遠軽中学校と対戦し、今回は１１対５で勝利、２回戦も門別地区代表の西

門別中学校に勝利しました。続く準々決勝では、地元十勝地区の帯広南中と対戦しま

したが、惜しくも敗れております。 

 ３番目の２０２５北海道日本ハムファイターズキッズサマーキャンプｉｎ雨竜でご

ざいます。８月７日、８日の２日間、第２１回目となります北海道日本ハムファイタ

ーズキッズサマーキャンプｉｎが道内各地の小学６年生３５名が参加し、開催してお

ります。ファイターズアカデミースクール４名の講師による指導の下、けがもなく２

日間無事終了しました。今回新たな取組としましてファイターズ事業部総括本部より

管理栄養士に来ていただきまして、選手はじめ保護者に対して食育の講話を行ってお

ります。今年度遠くは道北の猿払村から、また本町からは５名の６年生が参加してお

ります。 

 以上で教育行政報告を終わります。 

〇議長（竹ヶ原利明） 次に、行政常任委員会から所管事務調査報告を聞きます。 

 行政常任委員会委員長、吉見拓也議員。 

〇行政常任委員会委員長（吉見拓也） それでは、行政常任委員会所管事務調査報告

を行います。 

 日時につきましては、令和７年８月２０日水曜日、同じく２１日木曜日。 

 出席者につきましては、記載のとおりとなっております。 

 調査結果、地域活性化を見据えた道の駅北側広場の活用。平成９年に開設された田

園うりゅうふれあいの里は、道の駅である田園の里うりゅうにおいて野菜の直売所や

自然館、書道館など、本町の自然や農業をＰＲし、都市住民と本町を結びつける施設
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であるが、その北側広場についてはイベント以外で使用されておらず、令和５年にＵ

ＲＹＵのモニュメントが設置され、訪れる観光客の撮影スポットとして利用されてい

るものの、集客や活性化に寄与するまでのものとはなっていない。 

 過去には、馬車での遊覧、冬にはスノーモービルでのアクティビティーなどの取組

を行ってきたが、様々な理由により中止となっており、現在は６月のおいしい！初夏

んまつりに併せた暑寒ミーティング、９月の収穫大感謝祭新米祭りでの餅まきなどで

定着しているもののほかは、令和６年に行われたハーベストフェストや今年６月に行

われたＮチャレンジなど単発な催しにとどまっており、通年活用されるよう検討する

必要がある。 

 各委員から提案のあったキャンプ場や花畑などは、設備投資が必要となれば財政面

で、管理や運営で人員的な課題もあるが、可能性も含めた上で検討していくべきであ

る。 

 また、小さなイベントの同時開催や従来開催しているイベントに併せた北側広場の

活用、イベントスタッフの町民ボランティア募集など、町民や地域が一体となり、様

々な年代が来場する道の駅において町内外の方との交流の機会をつくることでさらな

る活性化が図られると考える。 

 人口減少などにより町民同士が集まる機会が減る中、交流を持てる機会を増やして

いくことがこれからのまちづくり、町の活性化につながり、行政だけではなく指定管

理者や各団体と協議され、今後の道の駅北側広場の活用について十分検討されたい。 

 以上です。 

〇議長（竹ヶ原利明） 続いて、道内政務調査報告を聞きます。 

 須見栄一議員。 

〇８番（須見栄一） それでは、道内政務調査報告を行います。 

 日時、令和７年７月１１日。 

 場所、上川郡鷹栖町議会。 

 出席者、記載のとおりでございます。 

 調査報告、議会広報活動を通じた議会活性化の取組に関する調査を行いました。今

回先進的な議会広報広聴活動により議会が活性化、道内のみならず道外の市町村議会
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が視察訪問され、その活動がメディアにも紹介された上川郡鷹栖町議会を訪問し、調

査を行いました。 

 統一地方選挙で３期連続無投票となった鷹栖町議会では、その要因は住民が議会に

対し無関心であると分析し、議員全員が危機感を持ち、全員協議会において議会、議

員に興味を持つ、そして議会、議員に理解を深める、議会に参加するを活動方針とし

て取り組んでおりました。 

 その活動内容は、インパクトを重視した定例会や委員会開催のチラシ作成により住

民に興味を持ってもらうこと、そして議会の概要や議場で疑問に思われることを想定

して作成した傍聴ガイドブックの発行により議会を理解してもらうこと、また一般質

問によるテーマの設定、説得力、共感度などを通信簿という形で住民が評価をし、議

会に参加するなど、住民参加の議会を進めていくものであった。 

 活動における賛否はあるものの、議会への関心が高まったことで議員の意識も変わ

り、それがさらなる取組につながる好循環が生まれており、広報広聴活動が議会活性

化に直結していると感じた視察訪問でありました。 

 訪問の際には鷹栖町議会議員と様々な意見交換を行い、今後参考とすべき点も多く、

大変意義深い政務調査となりました。 

 本町議会においても、町民の目に留まる議会広報の作成や議会に関心を持ってもら

える広報活動に取り組み、今後を見据えた持続可能な議会運営に努めたい。 

 調査報告を終わります。 

〇議長（竹ヶ原利明） 以上で諸報告を終了します。 

 

    ◎議案第４７号 

〇議長（竹ヶ原利明） 日程番号４、議案第４７号 専決処分した事件の承認につい

て「令和７年度雨竜町一般会計補正予算（第２号）」を議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 源副町長。 

〇副町長（源 英博） ただいま上程いただきました議案第４７号 専決処分した事

件の承認について。 
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 地方自治法第１７９条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、同条

第３項の規定により報告し承認を求める。 

 令和７年９月４日提出、雨竜町長、白川久純。 

 次のページです。専決処分書。地方自治法第１７９条第１項の規定により、令和７

年度雨竜町一般会計補正予算（第２号）について下記のように専決処分する。 

 令和７年６月１９日、雨竜町長、白川久純。 

 記といたしまして、令和７年度雨竜町一般会計補正予算（第２号）。 

 令和７年度雨竜町の一般会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

 第１条、歳入歳出予算の補正、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１，

１９９万４，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３９億６１

７万７，０００円とする。 

 ２ 歳入歳出予算の補正の款・項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 お手元別冊の令和７年度６月１９日付一般会計補正予算（第２号）をお開き願いた

いと思います。この補正予算につきましては、行政報告の中でありました６月１８日

に発生いたしました雨竜小中学校の油漏れ事故に係る予算となっているところでござ

います。１ページ開いていただきまして、１ページ目、２ページ目、第１表、歳入歳

出予算補正、補正額といたしまして合計１，１９９万４，０００円を追加し、歳入歳

出ともに３９億６１７万７，０００円とするものでございます。 

 事項別明細書の歳出、６ページをお開きください。８款土木費、５項１目下水道費、

補正額６２０万円を追加し、２，３３１万円とするものでございます。２７節で繰出

金６２０万円、農業集落排水事業会計繰出金の増となってございますけれども、これ

につきましては平和処理場の油処理、清掃、ポンプ１基の交換等、これらのものにつ

きまして一般会計から繰り出すものでございます。 

 その下、１０款教育費、１項教育総務費、３目学校管理費、補正額５７９万４，０

００円を追加し、１億３，６３３万１，０００円とするものでございます。１０節需

用費で９８万７，０００円、消耗品費で４２万７，０００円は油吸着マット等の購入

でございます。その下、学校修繕費の増、５６万円につきましては工事掘削時の舗装
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修繕となっております。１２節委託料３２０万５，０００円、地下タンク油貯蔵所及

び送油管臨時点検業務委託料１万１，０００円につきましては、初期の確認の点検委

託であります。その下、学校施設廃棄物処理業務３１９万４，０００円につきまして

は、油浸透度と、それから処理水の処分業務でございます。１３節使用料及び賃借料

８万２，０００円、車両借り上げ料につきましては重機の借り上げとなっております。

１４節工事請負費１５２万円、屋外給油配管漏えい修繕工事、これにつきましては配

管の掘削修理、それから埋め戻しの工事等となっているところであります。 

 ５ページをお開きください。歳入、１８款１項１目繰入金、補正額１，１９９万４，

０００円を追加し、４億８，６８３万円とするものでございます。１節基金繰入金で

１，１９９万４，０００円、財政調整基金繰入金の増となってございますけれども、

これにつきましては歳出に係る財源を基金により充当するというものでございます。 

 以上で議案第４７号の説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いし

ます。 

〇議長（竹ヶ原利明） 説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。 

 本案は項目が少ないので、歳入、歳出ともに款ごとに行うことにします。 

 まず、歳出から行います。６ページをお開きください。８款土木費について質疑あ

りませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） １０款教育費について質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） 以上で歳出の質疑を終わります。 

 次に、歳入の質疑を行います。５ページを御覧ください。１８款繰入金について質

疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） 以上で歳入の質疑を終わります。 

 それでは、全体を通して質疑があれば受けます。 

（「なし」の声あり） 
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〇議長（竹ヶ原利明） これをもって質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。議案第４７号について討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） 討論がないので、直ちに採決いたします。 

 本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） 異議なしと認めます。 

 よって、議案第４７号 専決処分した事件の承認について「令和７年度雨竜町一般

会計補正予算（第２号）」は、報告のとおり承認されました。 

 暫時休憩します。 

 

休憩 午前１０時５０分 

再開 午前１１時０５分 

 

〇議長（竹ヶ原利明） 休憩を解き会議を再開します。 

 

    ◎議案第４８号 

〇議長（竹ヶ原利明） 日程番号５、議案第４８号 令和７年度雨竜町一般会計補正

予算（第３号）を議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 源副町長。 

〇副町長（源 英博） ただいま上程いただきました議案第４８号 令和７年度雨竜

町一般会計補正予算（第３号）。 

 令和７年度雨竜町の一般会計補正予算（第３号）は次に定めるところによる。 

 第１条、歳入歳出予算の補正、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２，

８３４万１，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３９億３，

４５１万８，０００円とする。 

 ２ 歳入歳出予算の補正の款・項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳
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入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 令和７年９月４日提出、雨竜町長、白川久純。 

 お手元の令和７年度９月４日付の一般会計補正予算（第３号）を御覧いただきたい

と思います。１ページから２ページまで、第１表、歳入歳出予算補正といたしまして、

合計で補正額２，８３４万１，０００円、歳入歳出ともにこれを追加いたしまして、

３９億３，４５１万８，０００円とするものでございます。 

 事項別明細書の歳出のほうから説明をさせていただきます。７ページをお開きくだ

さい。２款総務費、２目文書広報費、補正額１４３万１，０００円を減額いたしまし

まして、１億２，２４１万円とするものでございます。１２節委託料で１４３万１，

０００円の減、説明といたしまして、書いてございますけれども、先にこの中身の委

託料の説明でございますが、これにつきましては当初令和７年、今年の１１月から稼

働に向けて進めておりました標準化システム、国の標準化システムでございますが、

これが国の標準化の基準が変更になりましてシステム変更作業に遅れが生じると。こ

のことから、システム移行を来年８年１０月に本稼働に向けて目指すと。その対応を

するものでございます。それによりまして、説明欄の上段でありますが、現行の総合

行政システムの保守業務委託料、これを続けていかなければいけないということで５

か月分、これを１３１万９，０００円増額すると。そして、その下、新たな部分とい

たしまして組んでおりました情報システム標準化移行業務委託料、これの５か月分を

２７５万円減額するというものでございます。 

 ５目の財産管理費、補正額４万６，０００円を追加し、３，７２２万４，０００円

とするものでございます。１３節使用料及び賃借料で４万６，０００円、庁舎内環境

改善システム使用料、この内容につきましては庁舎内が静か過ぎると、それから庁舎

が入りづらいという意見の中から対応いたしました有線放送、今現在かかってござい

ますけれども、これの部分の使用料、９月から３月までの使用料となってございます。

これにつきましては、６月から実施しておりますけれども、この６月からの部分につ

きましては８月まで試験放送として無料で使用していたという形になります。 

 ７目の企画費、補正額５５万円を追加いたしまして、３億８，９００万７，０００

円とするものでございます。７節の報償費１８万円、住まいる定住促進事業出産祝い
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報償費の増、これは商品券分でございます。出産祝い分。その下、１８節の負担金補

助及び交付金３７万円、住まいる定住促進事業補助金の増、これは出産祝いの現金分

でございます。この２つにつきましては、本年当初出生予定が６名予定してございま

したけれども、１３名の見込みとなったことから、その分増額するものでございます。 

 ９目の防災対策費、補正額１万２，０００円を追加し、１，２０４万２，０００円

とするものでございます。１１節役務費で１万２，０００円、災害用携帯電話料の増、

これは衛星電話１台町のほうで持ってございますけれども、１０月から料金値上げに

よる増となってございます。 

 ３款民生費、１項社会福祉費、１目の社会福祉総務費、補正額１万７，０００円を

追加し、１億７，０５２万４，０００円とするものでございます。２２節の償還金利

子及び割引料１万７，０００円につきましては国費の過年度分精算還付金、これは障

害者医療費部分の国費の精算分でございます。 

 ４目の国民年金費、補正額１７万２，０００円を追加し、２１万７，０００円とす

るものでございます。１２節委託料で１７万２，０００円、国民年金システム改修委

託料となってございます。これにつきましては、本年の５月に厚労省より通知があり

まして７年度税制改正に対応するためのシステムと。内容につきましては、年金生活

者の支援給付金の支給要件を判定するため、国保中央会ルートで日本年金機構と市町

村との所得情報を共有するためのシステムということとなってございます。１０割補

助となっております。 

 次のページ、８ページ、３款民生費、２項児童福祉費、１目児童福祉総務費、補正

額４４７万７，０００円を追加し、８，５５８万８，０００円とするものでございま

す。節の中で、先に１９節の扶助費を説明させていただきますが、３３０万円、エネ

ルギー等物価高騰対策子育て世帯給付金となってございます。これにつきましては、

国の地方創生臨時交付金を活用いたしまして物価高騰による影響の大きい子育て世帯

の支援の負担軽減を図るということで、高校生以下の子を扶養する世帯の子供１人当

たりに１万５，０００円を給付するというものでございます。基準日は１０月１日付

で、予定は２１６名の予定となってございます。上のほうの１１節の役務費につきま

しは、これに関連する郵便料等となってございます。１２節の委託料１１０万円、例
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規整備支援業務委託料となってございます。これにつきましては、８年度からの子ど

も・子育て支援法に基づく新たな事業でございまして、全国の自治体で取り組むこと

となりますけれども、事業内容といたしましては乳児等通園支援事業、こども誰でも

通園制度と。対象は６か月から３歳未満の子、誰でも１時間単位から保育園を利用す

ることができるというものでございまして、その制度のための条例整備、内容といた

しましては認可基準、それから確認基準、これらの施設整備をする業務となってござ

います。下のほうの２２節償還金利子及び割引料３，０００円、国費過年度精算還付

金につきましては学童保育の国庫補助精算分となっております。 

 ４款衛生費、１項保健衛生費、２目の予防費、補正額１７７万９，０００円を追加

し、４，１６０万６，０００円とするものでございます。１２節の委託料９７万９，

０００円、妊婦、産婦健康診査委託料の増となってございます。これは、一般健診と

超音波検査の部分でございますけれども、７年度当初６件分が１３件分の見込みとい

うことで増。その下、１８節負担金補助及び交付金８０万円、妊婦のための支援助成

金の増、内容といたしましては妊婦となった方につきましては当初６件が１５件、出

産見込みとなった方につきましては６件が１３件という形の中で、１人５万円ですけ

れども、これの部分の増額をするものでございます。 

 その下、６款農林水産業費、１項農業費、２目の農業振興費、補正額１００万７，

０００円を追加し、３億５，２１３万７，０００円とするものでございます。１１節

役務費で５万円、緊急銃猟補償保険料となってございます。内容につきましては、９

月１日から施行されました改正鳥獣保護法の中で市街地でも市町村長の判断で緊急銃

猟が可能となると。このことから、これに関わる対物保険を掛けるというものでござ

います。１８節の負担金補助及び交付金、畑地化促進事業補助金５万円につきまして

は水田畑地化の部分の改良区の決済金と。１件分でございます。その下の畑作物の産

地生産体制確立強化緊急対策事業補助金９０万７，０００円につきましては、これは

ソバの湿害対策の実施補助でございまして、７年度は１１件分、４，５３９アール、

反当たり２，０００円、これの補助でございます。 

 ６目の国営農地整備事業費、補正額４７８万７，０００円を追加し、１，６２１万

４，０００円とするものでございます。先に１２節の委託料のほうを説明いたします
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が、４６３万５，０００円、換地業務再委託料の増となってございます。これにつき

ましては、８年度に向けて雄飛新生地区国営事業の雄飛新生地区の部分、７年度中の

農地の動きに関する換地業務の増という形でこの委託を再度組むものでございます。

それに関わる１節の報酬１４万５，０００円と８節旅費７，０００円は、それぞれ換

地委員の報酬、費用弁償となっているところでございます。 

 ７款１項商工費、２目観光費、補正額４９２万５，０００円を追加し、６，２３０

万２，０００円とするものでございます。１４節の工事請負費８０万円、道の駅電力

量計の交換工事費となってございます。道の駅それぞれ１０か所の計量計についてご

ざいますけれども、一部故障したということで、この際全部交換するということで１

０か所分となっているところでございます。１７節備品購入費４１２万５，０００円、

道の駅備品購入費となってございます。これは故障によりまして、加工室のアイス製

造、これはジェラートフリーザーという機械でありますけれども、これを１台新たに

購入するというものでございます。２４年購入で１３年経過しているというものでご

ざいます。 

 ８款の土木費、４項住宅費、２目住宅建設費、補正額３１０万円を追加し、１億２，

６３０万７，０００円とするものございます。１２節委託料で３１０万円、説明それ

ぞれ書いてございますけれども、わかば団地の建替事業設計業務委託料４４０万円、

公営住宅等長寿命化改善事業耐力度調査委託料の減、１３０万円の減となってござい

ます。これにつきましては、７年度当初の計画で既設公営住宅１棟にリフォームとリ

ノベーションを行うということで耐力度調査を計画しておりましたけれども、改修に

係る概算工事費が新築の単価より高くなったと。このことから、耐力度調査を実施せ

ず現状の維持管理を行っていくということで１３０万円を落としております。また、

これに伴いまして、延期して９年度着工予定としていたわかば団地のＦ棟、これにつ

きまして１年前倒しし、８年度から着工するため、今年度で実施設計を委託を計上す

るということで４４０万円を計上したというものでございます。 

 １０款教育費、１項教育総務費、１目教育委員会費、補正額７万３，０００円を追

加し、２４２万９，０００円とするものでございます。１８節負担金補助及び交付金

で７万３，０００円、適応指導教室利用負担金となってございます。内容につきまし
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ては、不登校児童生徒の生活リズムの改善、それから学習の定着と社会的自立に向け

て学校外の教室で通所をする際の利用負担金ということで予算を組んだものでござい

ます。現状３名という形になってございます。 

 １３款１項１目職員費、補正額８８２万７，０００円を追加し、４７億９１万４，

０００円とするものでございます。４節の共済費で８８２万７，０００円、市町村職

員退職手当組合納付金の増となってございます。これにつきましては、６年度分の退

職者に係る退職手当給付金、これが確定したものによりまして３名分の確定額を組ん

だものでございます。 

 歳入のほうに移ります。５ページをお開きください。歳入、１０款１項１目地方交

付税、補正額１，８１３万８，０００円を追加し、１６億７，８１３万８，０００円

とするものでございます。１節地方交付税で１，８１３万８，０００円、普通交付税

の増につきましては財源充当となってございます。 

 １４款国庫支出金、２項国庫補助金、１目の総務費国庫補助金、補正額２９０万９，

０００円を追加し、１，８２４万３，０００円とするものでございます。２節の総務

管理費補助金２９０万９，０００円につきましては、地方創生臨時交付金の増、これ

は物価高騰対策分でございます。 

 ３目の衛生費国庫補助金、補正額８０万円を追加し、１７９万３，０００円とする

ものでございます。１節保健衛生費補助金で８０万円、妊婦のための支援給付交付金

の増となってございます。 

 １４款国庫支出金、３項国庫委託金、２目の民生費国庫委託金、補正額１４万３，

０００円を追加し、１２６万７，０００円とするものでございます。１節の社会福祉

費委託金で１４万３，０００円は、年金生活者支援給付金支給事務取扱委託金の増と。

国民年金システムの分でございます。 

 １５款道支出金、２項道補助金、４目農林水産業費道補助金、補正額９５万６，０

００円を追加し、２億３，４９２万３，０００円とするものでございます。１節の農

業費補助金で９５万６，０００円は、畑地化促進事業分で４万９，０００円、その下

の畑地化生産体制確立強化緊急対策事業補助金分で、これはソバ対策ですが、９０万

７，０００円という形になっております。 
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 次のページの３項の道委託金、２目の農業費道委託金、補正額５３９万５，０００

円を追加し、１，５３７万２，０００円とするものでございます。１節農業費委託金

で５３９万５，０００円は、国営雨竜暑寒地区の換地業務委託金の増、換地の委託増

分でございます。 

 以上で議案第４８号の説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いい

たします。 

〇議長（竹ヶ原利明） 説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。 

 質疑は予算書に従い、歳入は款ごとに、歳出は項ごとに行いたいと思います。 

 まず、歳出から行います。７ページをお開きください。２款総務費、１項総務管理

費について質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） ３款民生費、１項社会福祉費について質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） ８ページ、２項児童福祉費について質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） ４款衛生費、１項保健衛生費について質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） ８ページから９ページ、６款農林水産業費、１項農業費につ

いて質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） ７款商工費、１項商工費について質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） ８款土木費、４項住宅費について質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） １０ページ、１０款教育費、１項教育総務費について質疑あ

りませんか。 

（「なし」の声あり） 
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〇議長（竹ヶ原利明） １３款職員費、１項職員費について質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） 以上で歳出の質疑を終わります。 

 次に、歳入の質疑に入ります。５ページを御覧ください。１０款地方交付税につい

て質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） １４款国庫支出金について質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） ５ページから６ページ、１５款道支出金について質疑ありま

せんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） 以上で歳入の質疑を終わります。 

 それでは、全体を通して質疑があれば受けます。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） これをもって質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。議案第４８号について討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） 討論がないので、直ちに採決いたします。 

 本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） 異議なしと認めます。 

 よって、議案第４８号 令和７年度雨竜町一般会計補正予算（第３号）は、原案の

とおり可決されました。 

 

    ◎議案第４９号 

〇議長（竹ヶ原利明） 日程番号６、議案第４９号 令和７年度雨竜町国民健康保険

特別会計補正予算（第１号）を議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 
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 源副町長。 

〇副町長（源 英博） ただいま上程いただきました議案第４９号 令和７年度雨竜

町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）。 

 令和７年度雨竜町の国民健康保険特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるとこ

ろによる。 

 第１条、歳入歳出予算の補正、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１２

０万２，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億３，３４９

万５，０００円とする。 

 ２ 歳入歳出予算の補正の款・項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 令和７年９月４日提出、雨竜町長、白川久純。 

 お手元の令和７年度国民健康保険特別会計補正予算（第１号）を御覧いただきたい

と思います。１ページ目、２ページ目でございますけれども、第１表、歳入歳出予算

補正といたしまして、合計１２０万２，０００円を追加いたしまして、歳入歳出とも

に１億３，３４９万５，０００円とするものでございます。 

 事項別明細書の歳出から説明させていただきます。６ページをお開きください。１

款総務費、２項徴税費、１目賦課徴収費、補正額１２０万２，０００円を追加し、１，

２１２万３，０００円とするものでございます。１２節委託料で１２０万２，０００

円、総合行政システム改修委託料となってございます。内容につきましては、８年度

から施行されます子ども・子育て支援法の中の財源拠出のための健康保険加入者より

その財源を医療保険料と併せて所得に応じて拠出するためのシステム改修費となって

いるところでございます。 

 歳入に移ります。７款国庫支出金、１項国庫補助金、１目事業費国庫補助金、補正

額１２０万２，０００円を追加し、１２０万２，０００円。１節で事業費補助金で１

２０万２，０００円、総合行政システム改修委託費の事業補助金となっているところ

でございまして、１０割補助となっているところでございます。 

 以上で議案第４９号の説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いい

たします。 
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〇議長（竹ヶ原利明） 説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。 

 本案は、項目が少ないため、質疑は予算書に従い、歳入歳出とも款ごととします。 

 まず、歳出から行います。６ページをお開きください。第１款総務費について質疑

ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） 以上で歳出の質疑を終わります。 

 次に、歳入の質疑に入ります。５ページを御覧ください。７款国庫支出金について

質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） 以上で歳入の質疑を終わります。 

 それでは、全体を通して質疑があれば受けます。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） これをもって質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。議案第４９号について討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） 討論がないので、直ちに採決いたします。 

 本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） 異議なしと認めます。 

 よって、議案第４９号 令和７年度雨竜町国民健康保険特別会計補正予算（第１

号）は、原案のとおり可決されました。 

 

    ◎議案第５０号 

〇議長（竹ヶ原利明） 日程番号７、議案第５０号 令和７年度雨竜町後期高齢者医

療特別会計補正予算（第１号）を議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 源副町長。 
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〇副町長（源 英博） ただいま上程いただきました議案第５０号 令和７年度雨竜

町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）。 

 令和７年度雨竜町の後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）は、次に定めると

ころによる。 

 第１条、歳入歳出予算の補正、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１７

５万２，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億８８７万７，

０００円とする。 

 ２ 歳入歳出予算の補正の款・項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 令和７年９月４日提出、雨竜町長、白川久純。 

 お手元の７年度後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）を御覧いただきたいと

思います。１ページ目、２ページ目につきましては、第１表、歳入歳出予算補正、補

正額１７５万２，０００円を追加いたしまして、歳入歳出ともに１億８８７万７，０

００円とするところでございます。 

 事項別明細書の歳出のほうをお開きください。６ページであります。１款総務費、

２項１目徴収費、補正額１７５万２，０００円を追加し、１９３万４，０００円とす

るものでございます。１２節委託料で１７５万２，０００円、子育て支援金制度施行

に伴うシステム改修委託料となってございます。この内容につきましても国保会計と

同様でございますけれども、８年度から施行されます子ども・子育て支援法の中の財

源拠出のため、健康保険加入者よりその財源を医療保険料と併せて所得に応じて拠出

するための、そのためのシステム改修となっているところでございます。 

 歳入であります。５ページをお開きください。３款国庫支出金、１項１目国庫補助

基金、補正額１７５万２，０００円を追加し、１７５万３，０００円とするものでご

ざいます。１節国庫補助金で１７５万２，０００円につきましては、子育て支援制度

の施行に伴います改修補助金となっておりまして、国庫１０割補助となっているとこ

ろでございます。 

 以上で議案第５０号の説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いい

たします。 
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〇議長（竹ヶ原利明） 説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。 

 本案は、項目が少ないため、質疑は予算書に従い、歳入歳出とも款ごととします。 

 まず、歳出から行います。６ページをお開きください。１款総務費について質疑あ

りませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） 以上で歳出の質疑を終わります。 

 次に、歳入の質疑に入ります。５ページを御覧ください。３款国庫支出金について

質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） 以上で歳入の質疑を終わります。 

 それでは、全体を通して質疑があれば受けます。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） これをもって質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。議案第５０号について討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） 討論がないので、直ちに採決いたします。 

 本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） 異議なしと認めます。 

 よって、議案第５０号 令和７年度雨竜町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１

号）は、原案のとおり可決されました。 

 

    ◎議案第５１号 

〇議長（竹ヶ原利明） 日程番号８、議案第５１号 令和７年度雨竜町農業集落排水

事業会計補正予算（第１号）を議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 源副町長。 
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〇副町長（源 英博） ただいま上程いただきました議案第５１号 令和７年度雨竜

町農業集落排水事業会計補正予算（第１号）。 

 総則、第１条、令和７年度雨竜町農業集落排水事業会計補正予算（第１号）は、次

に定めるところによる。 

 収益的収入及び支出の補正、第２条、収益的収入及び支出の予定額を、次のとおり

補正する。 

 収入、第１款農業集落排水事業収益、補正前の額７，７４３万２，０００円、補正

額５９３万８，０００円、計で８，３３７万円、第２項営業外収益、補正前の額４，

５４３万２，０００円、補正額５９３万８，０００円、計５，１３７万円。 

 支出、第１款農業集落排水事業費用、補正前の額８，４９９万２，０００円、補正

額５９３万８，０００円、計で９，０９３万円、第１項営業費用、補正前の額８，２

８７万５，０００円、補正額５５０万７，０００円、計で８，８３８万２，０００円、

第２項営業外費用、補正前の額１８１万７，０００円、補正額４３万１，０００円、

計で２２４万８，０００円。 

 資本的収入及び支出の補正、第３条、資本的収入及び支出の予定額を、次のとおり

補正する。 

 収入、第１款資本的収入、補正前の額７，９１０万円、補正額６９万３，０００円、

計７，９７９万３，０００円、第３項、他会計補助金、補正前の額はなし、補正額６

９万３，０００円、計６９万３，０００円。 

 支出、第１款資本的支出、補正前の額７，７３０万１，０００円、補正額６９万３，

０００円、計で７，７９９万４，０００円、第１項建設改良費、補正前の額７，２７

８万６，０００円、補正額６９万３，０００円、計で７，３４７万９，０００円。 

 特例的収入及び支出の補正、第３条の２、地方公営企業法施行令第４条第４項の規

定により当事業年度に属する債権及び債務として整理する未収金及び未払金の金額は、

それぞれ２５１万円を２５３万円に、２４０万円を２５５万５，０００円に改める。 

 他会計からの補助金の補正、第４条、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、

１，６６７万９，０００円を２，３３１万円に改める。 

 令和７年９月４日提出、雨竜町長、白川久純。 
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 お手元に予算書第１号があろうかと思いますので、御覧いただきたいと思います。

１ページから２ページ、３ページ、４ページ、６ページ、８ページまでは説明を省略

させていただきます。 

 横判になってございます９ページ目、９ページ、１０ページ、収益的収入及び支出

の部分でございます。先に１０ページのほうを説明させていただきます。収益的支出、

１款農業集落排水事業費用、１項営業費用、２目の処理場費、補正額５５０万７，０

００円を追加いたしまして、３，３４６万６，０００円とするものでございます。１

３節委託料で５２３万２，０００円につきましては、処理場の油分除去清掃委託料と

なっているところでございます。１９節薬品費につきましては２７万５，０００円、

中和剤を購入しているというものでございます。 

 その下、２項の営業外費用の１目の支払利息４３万１，０００円を補正いたしまし

て、２０９万８，０００円とするものでございます。１節企業債利息４３万１，００

０円、これにつきましては企業債利息の償還額の増、利息増によります増となってい

るところでございます。 

 収入でございますが、９ページ目、１款の農業集落排水事業収益、２項の営業外収

益、２目の補助金、補正額５９３万８，０００円を追加し、３，０６１万７，０００

円とするものでございます。１節の一般会計補助金で５９３万８，０００円は、説明

といたしまして企業債利息が４３万１，０００円と一般会計繰入金の増で５５０万７，

０００円を繰り入れているというものでございます。 

 次のページの１１ページ、１２ページでございますが、資本的収入及び支出の部分

でございます。１２ページのほうから説明させていただきます。１款の資本的支出、

１項建設改良費、２目の処理場建設改良費、補正額６９万３，０００円を追加し、７，

３０７万９，０００円とするものでございます。１７節工事請負費で６９万３，００

０円は、調整槽の攪拌ポンプの交換工事、これは１台交換しているというものでござ

います。 

 収入でございますが、１１ページ、１款の資本的収入、３項の他会計補助金、１目

の補助金、補正額６９万３，０００円を追加し、６９万３，０００円につきましては、

１節一般会計補助金として一般会計から繰り入れているものでございます。 
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 以上で議案第５１号の説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いい

たします。 

〇議長（竹ヶ原利明） 説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。 

 本案の質疑は、本議案第２条、収益的収入及び支出の補正、第３条、資本的収入及

び支出の補正の質疑の後、第３条の２及び第４条について一括して質疑を受けます。 

 予算書９ページから１０ページをお開きください。収益的収入及び支出について質

疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） 次に、１１ページから１２ページをお開きください。資本的

収入及び支出について質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） 次に、議案第５１号中、第３条の２、特例的収入及び支出の

補正及び第４条、他会計からの補助金の補正について質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） それでは、全体を通して質疑があれば受けます。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） これをもって質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。議案第５１号について討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） 討論がないので、直ちに採決いたします。 

 本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） 異議なしと認めます。 

 よって、議案第５１号 令和７年度雨竜町農業集落排水事業会計補正予算（第１

号）は、原案のとおり可決されました。 

 昼食のため暫時休憩します。 

 



 - 34 -

休憩 午前１１時４３分 

再開 午後 １時３０分 

 

〇議長（竹ヶ原利明） 休憩を解き会議を再開します。 

 議員及び説明員の欠席状況を局長に説明させます。 

 局長。 

〇事務局長（小宮山めぐみ） 説明員であります住民課、佐々木主幹が午後から欠席

する旨の届出がありましたので、報告いたします。 

 以上です。 

 

    ◎認定第１号ないし認定第４号 

〇議長（竹ヶ原利明） 日程番号９、認定第１号 令和６年度雨竜町一般会計歳入歳

出決算認定について、日程番号１０、認定第２号 令和６年度雨竜町国民健康保険特

別会計歳入歳出決算認定について、日程番号１１、認定第３号 令和６年度雨竜町後

期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について、日程番号１２、認定第４号 令和

６年度雨竜町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定について、以上４件を一括

議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 白川町長。 

〇町長（白川久純） ただいま上程いただきました認定第１号 令和６年度雨竜町一

般会計歳入歳出決算認定について。 

 地方自治法第２３３条第３項の規定により、令和６年度雨竜町一般会計歳入歳出決

算を別冊監査委員の意見をつけて議会の認定に付する。 

 令和７年９月４日提出、雨竜町長、白川久純。 

 続きまして、認定第２号 令和６年度雨竜町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認

定について。 

 地方自治法第２３３条第３項の規定により、令和６年度雨竜町国民健康保険特別会

計歳入歳出決算を別冊監査委員の意見をつけて議会の認定に付する。 
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 令和７年９月４日提出、雨竜町長、白川久純。 

 続きまして、認定第３号 令和６年度雨竜町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算

認定について。 

 地方自治法第２３３条第３項の規定により、令和６年度雨竜町後期高齢者医療特別

会計歳入歳出決算を別冊監査委員の意見をつけて議会の認定に付する。 

 令和７年９月４日提出、雨竜町長、白川久純。 

 続きまして、認定第４号 令和６年度雨竜町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決

算認定について。 

 地方自治法第２３３条第３項の規定により、令和６年度雨竜町農業集落排水事業特

別会計歳入歳出決算を別冊監査委員の意見をつけて議会の認定に付する。 

 令和７年９月４日提出、雨竜町長、白川久純。 

 認定に当たりまして、令和６年度雨竜町一般会計、国民健康保険特別会計及び後期

高齢者医療特別会計並びに農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算を議会の認定に付

すに当たり、地方自治法第２３３条第５項の規定に基づき別紙資料を添えて提出いた

します。 

 一般会計歳入において、本町の一般財源の根幹となる地方交付税総額は、前年度に

比べ３，７４７万円、２．１％増の１８億２，１２７万８，０００円となりました。 

 また、町税においては、個人住民税が１４１万４，０００円、１．５％減の９，０

３９万５，０００円。４年連続の減となり、町税全体では法人町民税及び軽自動車税

が若干伸びたものの、決算額は２６８万８，０００円減の２億２，８４０万円、１．

２％の減収となっております。 

 一般財源ベースでは、前年度に比べ６，１４４万８，０００円、２．６％増の２４

億１，３２６万３，０００円、歳入総額では、地方交付税及びふるさと納税の増によ

り５億５，１９７万５，０００円、１３．７％増の４５億７，９３３万円となったと

ころであります。 

 一般会計歳出は、前年度に比べ５億２，６９１万６，０００円、１３．６％増の４

３億９，３３１万９，０００円となりました。投資的経費については、前年度に比べ

１億３，７７８万６，０００円、２０．１％増の８億２，４７２万９，０００円とな
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っており、町営住宅建設工事費、防災行政無線更新整備費、ふれあいセンター長寿命

化工事費が大半を占めております。また、経常収支比率については８６．８％と前年

度に比べ１．２ポイント減となっております。 

 各種事業を進める上で必要な特定財源である地方債は、前年度に比べ６，０２０万

円増の５億６１０万円を発行しておりますが、繰上償還を含む元金償還額は５億１，

１１４万３，０００円となり、年度末現在高は前年度末と比べて５０４万３，０００

円、０．１％減となっております。 

 また、事業目的基金から５，９７８万６，０００円を繰り入れておりますが、４億

５，６２３万１，０００円を積み立てた結果、基金総額は前年度に比べ３億９，８７

２万２，０００円、９．５％増の４６億６４６万９，０００円となりました。 

 国民健康保険特別会計では、歳入において保険税が前年度に比べ４．７％の増、繰

入金で一般会計から前年比１１．８％増の３，１１４万５，０００円を繰入れし、諸

収入では雑入２４．６％減となったところであります。 

 後期高齢者医療特別会計では、歳入において保険料が前年度に比べ２．８％の増、

歳出においては広域連合納付金が２．１％増の４，６３４万５，０００円となってお

ります。 

 農業集落排水事業特別会計では、歳入において使用料、手数料が前年度に比べ３．

５％減でありますが、国庫支出金は満寿地区機器類製作工事を受けて大幅増となりま

した。 

 予算執行においては、経費の節減等を図りながら町税等の収納率向上と特定財源の

確保に努めてまいりました結果、実質収支額は一般会計において１億６，７７６万８，

０００円、国民健康保険特別会計では１３７万９，０００円、後期高齢者医療特別会

計では２４万円、農業集落排水事業特別会計では１，１２５万５，０００円をそれぞ

れ確保し、黒字決算となっております。 

 本決算に当たり積極的なご意見を賜り、さらに鋭意努力を重ね、町政執行に万全を

期してまいる所存であります。 

 令和７年９月４日、雨竜町長、白川久純。 

 以上、認定第１号から第４号の提案説明とさせていただきます。よろしくご審議を
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賜り、認定いただきますようお願いを申し上げます。 

〇議長（竹ヶ原利明） 説明が終わりました。 

 お諮りします。認定第１号から認定４号までの４件については、議長及び議選の監

査委員を除く全議員で構成する決算審査特別委員会を設置し、これを付託の上、継続

審査といたしたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） 異議なしと認めます。 

 よって、認定第１号から認定第４号までの４件については、議長及び議選の監査委

員を除く全議員で構成する決算審査特別委員会を設置し、これを付託して審査するこ

とに決しました。 

 

    ◎報告第４号及び報告第５号 

〇議長（竹ヶ原利明） 日程番号１３、報告第４号 令和６年度雨竜町の財政健全化

判断比率の報告について、日程番号１４、報告第５号 令和６年度雨竜町公営企業の

資金不足比率の報告について、以上２件を一括議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 源副町長。 

〇副町長（源 英博） ただいま上程いただきました報告第４号 令和６年度雨竜町

の財政健全化判断比率の報告について。 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項の規定により、令和６年度

雨竜町の財政健全化判断比率を別紙監査委員の意見をつけて次のとおり報告する。 

 令和７年９月４日提出、雨竜町長、白川久純。 

 次に、報告第５号 令和６年度雨竜町公営企業の資金不足比率の報告について。 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条第１項の規定により、令和６年

度雨竜町公営企業の資金不足比率を別紙監査委員の意見をつけて次のとおり報告する。 

 令和７年９月４日提出、雨竜町長、白川久純。 

 この２件の報告につきまして担当課より説明させます。 

〇議長（竹ヶ原利明） 安田総務課長。 
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〇総務課長（安田尚之） 報告第４号の記といたしまして、令和６年度雨竜町の財政

健全化判断比率。 

 この比率には、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率、

この４つの指標がございます。この指標に早期健全化、財政再生の基準がそれぞれ表

の下段に示されてございます。本町は、この４つの指標のうち実質公債費比率のみが

該当し、６．４％となってございます。この数字は、一般会計等が負担する元利償還

金、さらにそれに準ずる償還金の標準財政規模に対する比率を過去３年間の平均値に

より算出し、借入金の返済額、これに準ずる額を指標化し、資金繰りの程度を表した

ものです。裏面をお開きいただきたいと思いますけれども、８月２２日付におきまし

て雨竜町代表監査委員、監査委員より意見書の提出をいただいてございます。 

 次のページを御覧いただきたいと思います。令和６年度財政健全化審査意見書、１、

審査の概要といたしまして、提出した関係書類が適正に作成されているかどうかを主

眼として実施したというものが記載されてございます。 

 ２、審査の結果、（１）、総合意見におきましては、適正に作成されていると認め

られているというご意見をいただいてございます。 

 （２）、個別意見といたしまして、①、実質赤字比率並びに一般会計、３特別会計

を含む②、連結実質赤字比率については、いずれも黒字により該当なし。③、実質公

債費比率につきましては６．４％となっており、早期健全化基準の２５％と比較をす

ると、これを下回っている。④、将来負担比率につきましては、令和６年度の将来負

担比率は充当可能財源が将来の負担額を上回り、必要とする将来負担すべき額につい

て基金等の充当可能財源があるということで該当なしとなってございます。 

 （３）、是正改善を要する事項につきましては、特に指摘すべき事項はないという

ご意見をいただいてございます。 

 続きまして、報告第５号の記といたしまして、令和６年度雨竜町公営企業の資金不

足比率でございます。雨竜町農業集落排水事業特別会計が該当し、経営健全化基準２

０％に対しまして令和６年度は資金不足もないため、該当がないというものでござい

ます。 

 裏面に８月２２日付で雨竜町代表監査委員、監査委員より意見書の提出をいただい
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てございますコピーがついてございます。 

 次のページにお進みいただきたいと思います。令和６年度公営企業の経営健全化審

査意見書、１、審査の概要、関係書類が適正にされているかどうかを主眼として実施

されたというものが記載されてございます。 

 ２、審査の結果、（１）、総合意見といたしまして、書類はいずれも適正に作成さ

れていると認められるという意見をいただいております。 

 （２）、個別意見といたしましては、資金不足比率については黒字により該当なし。 

 （３）、是正改善を要する事項につきましても、特に指摘すべき事項はないという

意見をいただいているところでございます。 

 以上、報告第４号並びに報告第５号の説明とさせていただきます。ご審議のほどよ

ろしくお願いいたします。 

〇議長（竹ヶ原利明） 説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。報告第４号 令和６年度雨竜町の財政健全化判断比率の

報告について質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） これをもって質疑を終結します。 

 以上で報告第４号は報告済みとします。 

 次に、報告第５号 令和６年度雨竜町公営企業の資金不足比率の報告について質疑

ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） これをもって質疑を終結します。 

 以上で報告第５号は報告済みとします。 

 

    ◎散会の宣告 

〇議長（竹ヶ原利明） 以上で本日の日程は全て終了しました。 

 本日はこれにて散会します。 

（午後 １時４８分） 
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 上記会議のてん末を記載し、その相違ないことを証するために 

ここに署名する。 

 

 

 

  雨竜町議会議長 

 

 

     署名議員 

 

 

     署名議員 
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        令和７年第３回雨竜町議会定例会会議録 

 

〇議事日程（第２号） 

令和７年９月１０日（水曜日） 午前１０時００分開議 

 

第 １ 会議録署名議員の指名 

第 ２ 諸報告 

     議会報告 

第 ３ 一般質問 

第 ４ 認定第 １号 令和６年度雨竜町一般会計歳入歳出決算認定について 

第 ５ 認定第 ２号 令和６年度雨竜町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定に 

           ついて 

第 ６ 認定第 ３号 令和６年度雨竜町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定 

           について 

第 ７ 認定第 ４号 令和６年度雨竜町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認 

           定について 

第 ８ 議案第５２号 雨竜町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 

           の制定について 

第 ９ 議案第５３号 雨竜町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正す 

           る条例の制定について 

第１０ 議案第５４号 北海道市町村職員退職手当組合規約の変更について 

第１１ 議案第５５号 北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更について 

第１２ 議案第５６号 北海道市町村総合事務組合規約の変更について 

第１３ 議案第５７号 雨竜町教育委員会委員の任命につき同意を求めることについ 

           て 

第１４ 議案第５８号 雨竜町固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求め 

           ることについて 

第１５ 意見書案第３号 国土強靱化に資する社会資本整備等に関する意見書 
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第１６ 会議案第５号 閉会中の委員会所管事務調査について 

 

〇出席議員（８名） 

    １番 吉 見 拓 也     ２番 佐々木   徹 

    ３番 木 村 啓 治     ５番 吉 本 周 治 

    ６番 野 村 耕次郎     ７番 沖 田 浩 一 

    ８番 須 見 栄 一     ９番 竹ヶ原 利 明 

 

〇欠席議員（なし） 

 

〇会議録署名議員 

    １番 吉 見 拓 也     ２番 佐々木   徹 

 

〇地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した人 

     町      長    白  川  久  純 

     農業委員会会長    高  島  智  之 

     代 表 監 査 委 員    木  村  幸  一 

     副 町 長    源     英  博 

 
     会 計 管 理 者               
                 先  名  輝  彦 
     （ 出 納 室 長 ）               
 

     総 務 課 長    安  田  尚  之 

     住 民 課 長    高  瀬  則  道 

     産 業 建 設 課 長    佐 々 木     督 

     産業建設課技術長    西  井  浩  司 

 
     総 務 課 主 幹               
                 梶  田  勝  也 
     （ 総 務 ）               
 
     総 務 課 主 幹               
                 長  原  康  雄 
     （ 企 画 財 政 ）               
 
     住 民 課 主 幹               
                 青  柳  祐 揮 枝 
     （福祉生活環境）               
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     住 民 課 主 幹               
                 佐 々 木  未  歩 
     （ 保 健 ）               
 
     産業建設課主幹               
                 宗  近  秀  靖 
     （ 農 政 林 務 ）               
 
     産業建設課主幹               
                 小  川  智  代 
     （ 商 工 観 光 ）               
 
     産業建設課主幹               
                 西  井  浩  司 
     （ 建 設 管 理 ）               
 
     出 納 室 主 幹               
                 小  川  和  宏 
     （ 税 務 会 計 ）               
 

     教 育 長    糸  谷  尚  徳 

     教 育 課 長    瀧  山  智  治 

 
     教 育 課 主 幹               
                 北  川     忠 
     （ 教 育 ）               
 
     農 業 委 員 会               
                 佐 々 木     督 
     事 務 局 長               
 
     農 業 委 員 会               
                 藤  田  岳  民 
     事 務 局 次 長               
 
     監査委員事務局               
                 小 宮 山  め ぐ み 
     書 記 長               

 

〇職務のため出席した事務局職員 

     議 会 事 務 局 長    小 宮 山  め ぐ み 

     主 任 級 主 事    岩  塚  圭  輔 
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（午前１０時００分） 

    ◎開議の宣告 

〇議長（竹ヶ原利明） おはようございます。ただいまの出席議員は８名であり、定

足数に達しておりますので、令和７年第３回雨竜町議会定例会第７日を開会します。 

 本定例会について地方自治法第１２１条第１項に基づく出席要求による説明員は、

９月４日第１日目に配付した資料のとおりであります。 

 これより本日の会議を開きます。 

 議事日程について局長より説明させます。 

 局長。 

〇事務局長（小宮山めぐみ） 本日の議事日程について説明いたします。お手元に配

付してあります議事日程表を御覧ください。 

 令和７年第３回雨竜町議会定例会議事日程第２号。第７日、令和７年９月１０日水

曜日午前１０時開議。日程番号１、会議録署名議員の指名。日程番号２、諸報告とし

て議会報告。日程番号３、一般質問１件。日程番号４から７、認定第１号から第４号、

令和６年度一般会計ほか３特別会計の歳入歳出決算認定について４件。日程番号８及

び９、議案第５２号及び第５３号、条例の制定２件。日程番号１０から１２、議案第

５４号から第５６号、規約の変更３件。日程番号１３及び１４、議案第５７号及び第

５８号、人事案件２件。日程番号１５、意見書案第３号、意見書案１件。日程番号１

６、会議案第５号、会議案１件。以上を本日の議題とするものであります。なお、議

件名については記載のとおりですので、朗読を省略いたします。 

 以上で説明を終わります。 

〇議長（竹ヶ原利明） ただいま局長に説明させました日程により進めることにご異

議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） 異議なしと認めます。 

 よって、令和７年第３回雨竜町議会定例会議事日程第２号のとおり進めることとい

たします。 
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    ◎会議録署名議員の指名 

〇議長（竹ヶ原利明） 日程番号１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２７条により、 

   １番 吉 見 拓 也 議員     ２番 佐々木   徹 議員 

を指名いたします。 

 

    ◎諸報告 

〇議長（竹ヶ原利明） 日程番号２、諸報告を行います。 

 議会報告を局長にさせます。 

 局長。 

〇事務局長（小宮山めぐみ） お手元に配付してあります議会報告書を御覧ください。

今回は、令和７年９月４日から９日までの間のものであります。 

 委員会の開催状況につきまして記載のとおりであり、説明を省略させていただきま

す。 

 以上で議会報告を終わります。 

〇議長（竹ヶ原利明） 以上で諸報告を終了します。 

 

    ◎一般質問 

〇議長（竹ヶ原利明） 日程番号３、一般質問を行います。 

 質問者は内容を簡潔明瞭に質問され、答弁者も簡潔に答弁願います。 

 質問順１番、町立学校における複式学級の対応は。 

 １番、吉見拓也議員。 

〇１番（吉見拓也） １番、吉見です。町立学校における複式学級の対応はというこ

とで質問させていただきます。 

 本町の学校教育においては、１９７１年に小学校が統合され、町内に小学校１校、

中学校１校として進めてきましたが、校舎の老朽化等による再編の必要性から中学校

を整備した施設一体型併設校として２０１４年に開校し、その後小中一貫教育制度を

導入しながら９年間を見通した教育体制を整備してきました。人口減少が進むととも
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に出生数も減ることにより児童数も減少し、近年では入学児童が１桁となる年もあり、

今後も児童数の増加が見込めない中、児童数が少な過ぎて単式学級が編制できない場

合、教育の進め方として２学年を併せた複式学級があるところであります。複式学級

にはメリットやデメリットがあるところでありますが、町立学校においては来年の春

から公立小学校、中学校の適正規模、適正配置等に関する手引によれば複式学級が導

入されることになりますが、子供たちへの教育を考えると小さな町でも複式学級では

なく単式学級で授業を進めていく必要があると思います。そのためには、町単独で教

員を採用しなければならないことも考えられます。保護者が次年度以降の教育に不安

を抱える中で複式学級への対応について教育委員会や教育委員、また学校や保護者の

理解など課題があるところでありますが、令和８年度から予想される複式学級への対

応はどのように考えているのか教育長へ伺います。 

〇議長（竹ヶ原利明） 糸谷教育長。 

〇教育長（糸谷尚徳） ご質問のありました複式学級の対応についてでありますが、

最初に複式学級の仕組みについてご説明申し上げます。 

 複式学級は、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律及

び法施行令におきまして、小学校の場合は１年生を除き隣り合う２つの学年で１６人

以下になった場合に１学級に編制することができるというものでありまして、このよ

うな状況になった場合道費支弁の教職員が配置されることはほぼなく、地元市町村は

いろいろな選択肢を持って学級編制をしていかなければならないところでございます。 

 そこで、考えられる学校編制といたしましては、１つ目としては国の基準に基づい

てそのまま教員１名による複式学級とする。２つ目といたしましては、教員１名とそ

れを補完する人員、教員に限らずですけれども、市町村費で採用し、複式学級とする。

３つ目として、複式を解消するため、市町村費で教職員を配置し、単式とする。これ

らの３つの方法が主立ったものと考えております。 

 なお、１６人の考え方ですけれども、あくまでも普通学級における児童数であるこ

と、また特例として１年生を含むときは２つの学年で８人以下となった場合複式の対

象となることを申し添えます。 

 次に、本町における現在の小学校の児童数は６年生２１人を筆頭に減り続け、今年
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度の入学者は初めて１桁の８人となりました。今後転入や児童数の変動の可能性も考

えられますが、現段階では来年度以降２つの学年で特別支援学級の児童を除き合計で

１６名となることから、一番多い人数での複式学級となる予定でおります。先ほどの

質問の中で複式学級にはメリット、デメリットがあるとのことでしたけれども、私の

思うところ、まずメリットとしては異なる学年での縦の交流が生まれる、授業中に子

供同士が教え合うなど助け合う気持ちが生まれやすい、子供の自主性、自立性がより

大きく育成されるなどのよい面がある一方で、授業に制約が生じる、直接指導と間接

指導の時間が交互に発生する、学年の組み合わせによっては教科が異なることから、

より一層教員の負担が大きくなるといった懸念があります。 

 そのような中、雨竜小学校では７月に１年生と２年生の保護者を対象に複式学級の

編制についての説明会を開催しました。複式とはどういうものか、基準はどうなって

いるのか、今後の入学予定者や近隣市町の状況を説明し、保護者からの意見を伺った

ところでございます。意見としては、やむを得ないところと理解を示す方ごく僅かい

ましたけれども、過半の方が学年の異なる児童が同一教室で担任１人からの直接指導、

間接指導による授業体制を心配する声や児童の学習環境において一人一人にかかる時

間が少なくなるなど、学力低下を危惧する意見が多数寄せられております。人数が少

なくても単式での学級編成を望む声が多く寄せられたところでございます。 

 急速に変化する社会に対応しながら全ての子供たちの可能性を最大限に引き出すこ

とを目指す令和の日本型教育では、１人１台端末を活用した授業内容の高度化が進ん

でおりまして、個別最適な学びと協働的な学びを両輪とした主体的、対話的で深い学

びの実現を目指しており、よりきめ細かな指導が求められている状況であることから、

現状の単式学級を維持していくことがこれらの課題解消に向けては不可欠であると教

育委員会では考えております。 

 以上であります。 

〇議長（竹ヶ原利明） １番、吉見拓也議員。 

〇１番（吉見拓也） 子供たちの授業の内容が変化していく中、本町としては児童数

が減少してもよりきめ細やかな指導を進めていくために複式学級ではなく単式学級維

持に取り組むことは理解しました。次年度複式学級の対象になる保護者への説明は７
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月に行っておりましたが、保護者への不安を少しでも早く解消するためにも複式学級

の可能性が考えられる場合には早い段階での保護者への説明を今後行っていただきた

いと思います。教員不足が続いている中、期限付教員の確保は大変厳しい状況ではあ

ると思われますが、次年度に向けて各教育関係機関との協力も考えられます。本町の

教育維持のためにも、ぜひ教員とそのための財源の確保を進めていくべきではありま

すが、再度教育長に伺います。 

〇議長（竹ヶ原利明） 糸谷教育長。 

〇教育長（糸谷尚徳） 教員不足問題が日常化している今日、非常に厳しい環境では

ありますが、複式を解消し、単式学級を維持するためにはまず教員の確保が第一でご

ざいます。北海道教育局はじめ各教育関係機関とも協議を進めてまいりたいと考えて

おります。また、併せて財源の確保につきましても鋭意努力してまいりたいというふ

うに考えております。 

 なお、説明会の開催をもう少し早い段階でとのご指摘については、ご意見として伺

っておきます。 

 以上でございます。 

〇議長（竹ヶ原利明） １番、吉見拓也議員。 

〇１番（吉見拓也） 本町の学校は、教員が一人一人の児童と寄り添い、きめ細やか

な指導を行っていると私は感じています。今後においても引き続ききめ細やかな教育

を維持していただきたく、併せて単式学級の維持とそれに伴う教員と財源の確保を強

く要望申し上げて質問を終わります。 

〇議長（竹ヶ原利明） 糸谷教育長。 

〇教育長（糸谷尚徳） 雨竜町では、義務教育９年間の資質、能力の向上を目指し、

子供たち一人一人に対してきめ細やかな指導体制の下、授業を行ってきており、今後

におきましてもこれらの指導体制は継続してまいりたいと考えております。先ほどの

答弁と重複しますが、いずれにいたしましても複式を解消するにはまず教員を確保し

なければならず、北海道教育局はじめ各教育関係機関等とも協議を進めるとともに、

併せて財源の確保についても鋭意努力してまいる考えでございますので、ご理解願い

ます。 
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 以上でございます。 

〇議長（竹ヶ原利明） 以上で一般質問を終わります。 

 質問席移動のため暫時休憩します。 

 

休憩 午前１０時１７分 

再開 午前１０時１８分 

 

〇議長（竹ヶ原利明） 休憩を解き会議を再開します。 

 

    ◎認定第１号ないし認定第４号 

〇議長（竹ヶ原利明） 日程番号４、認定第１号 令和６年度雨竜町一般会計歳入歳

出決算認定について、日程番号５、認定第２号 令和６年度雨竜町国民健康保険特別

会計歳入歳出決算認定について、日程番号６、認定第３号 令和６年度雨竜町後期高

齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について、日程番号７、認定第４号 令和６年度

雨竜町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定について、以上４件を一括議題と

いたします。 

 本件は、９月４日に開催された定例会第１日に提案され、議長及び議選監査委員を

除く全議員で構成する決算審査特別委員会を設置し、審査するよう議決されました。

決算審査特別委員会では、９月４日、５日及び９日の３日間委員会が開催され、審査

を実施、会議規則第４０条の規定に従い、その結果について委員長から議長宛てに報

告書が提出されました。その写しをお手元に配付してありますので、委員長より報告

を受けます。 

 吉見委員長。 

〇決算審査特別委員会委員長（吉見拓也） 雨竜町議会決算審査特別委員会審査報告

書。 

 認定第１号 令和６年度雨竜町一般会計歳入歳出決算認定、認定第２号 令和６年

度雨竜町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定、認定第３号 令和６年度雨竜町後

期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定、認定第４号 令和６年度雨竜町農業集落排
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水事業特別会計歳入歳出決算認定、本委員会に付託された上記案件の審査の結果、次

のとおり決定したので、会議規則第７７条により報告する。 

 令和７年９月９日、雨竜町議会議長、竹ヶ原利明様。 

 雨竜町議会決算審査特別委員会委員長、吉見拓也。 

 記、第１、審査の経過。令和７年９月４日、５日及び９日の３日間委員会を開催し、

５日より各会計決算の説明を受けるとともに、疑義問題点について関係職員の出席を

求めて慎重審査を行い、９月９日閉会した。 

 第２、審査の結果。認定第１号、認定第２号、認定第３号及び認定第４号は、次の

意見をつけて認定すべきものと決した。 

 裏面を御覧ください。審査意見。令和６年度決算は、一般会計ほか３特別会計にお

いていずれも決算剰余があり、一般会計における実質収支では１億６，７７６万８，

０００円と対前年度１２．１％の増となっている。 

 歳入では、自主財源となる個人住民税の現年度分における収入が対前年度比１．６

％の減、固定資産税において対前年度比２．２％の減となっているが、法人住民税に

おいて対前年度比２０．３％の増となっており、町税全体では減収となったが、収納

状況は高い収納率を維持しており、日頃の徴収業務によるものと評価する。 

 寄附金においては対前年度２６７．３％の増となっており、ふるさと納税における

定期便などの米の需要が大幅に伸びたことが増額の要因となったと考えられる。今後

も返礼品の確保を図るとともに、委託業者と連携を図り積極的なＰＲ活動に努められ

たい。 

 依存財源である地方交付税は、１８億２，１２７万８，０００円と歳入全体の３９．

８％と依然として大きな割合を占めている。町債は５億６１０万円で対前年度比１３．

５％の増となっており、主な事業として防災行政無線整備事業債、町道整備事業債、

公営住宅建設事業債のほか、消防自動車購入事業債となっている。 

 歳出では、投資的経費の合計額が普通建設事業費で８億２，４７２万９，０００円

と対前年度比２０．１％の増と歳出総額の１８．８％を占めており、町営住宅建設事

業費、ふれあいセンター長寿命化改修事業のほか、防災行政無線更新事業費等が増加

の主な要因となっている。 
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 地方債の年度末残高については、対前年度比０．１％減となっており、財政の健全

化を示す実質公債費比率からも健全な財政運営がなされていると言える。今後とも地

方債の発行については、適切な運用と償還を図られ、適正な財源確保と予算執行によ

る円滑な事業推進を期待するものである。 

 国民健康保険特別会計を含む３特別会計は適切に運用されている。 

 なお、次のとおり意見を付するので、留意されたい。 

 歳入関係。町債及び各種基金の運用等については、事業に応じ適正に活用されてお

り、引き続き将来負担を抑えた適切な管理と運用を図られたい。実質収支、単年度収

支ともに良好な状況であり、今後も健全な財政運営に努められたい。 

 歳出関係。近年米を取り巻く状況が大きく変化する中、うりゅう米というブランド

の価値を高めるため、作付面積を増やすべく各関係機関と共にさらなるＰＲを進めら

れたい。時代のニーズ合った施策を今後も取り組み、住んでもらえる雨竜の魅力を発

信するよう努められたい。 

 以上です。 

〇議長（竹ヶ原利明） これより質疑に入ります。 

 認定第１号から認定第４号までの委員長報告について質疑があれば受けます。質疑

ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） これをもって質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。認定第１号 令和６年度雨竜町一般会計歳入歳出決算認

定について討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） 討論がないので、直ちに採決いたします。 

 本案を委員長報告のとおり認定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） 異議なしと認めます。 

 よって、認定第１号 令和６年度雨竜町一般会計歳入歳出決算認定については、委

員長報告のとおり認定されました。 
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 次に、認定第２号 令和６年度雨竜町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定につ

いて討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） 討論がないので、直ちに採決いたします。 

 本案を委員長報告のとおり認定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） 異議なしと認めます。 

 よって、認定第２号 令和６年度雨竜町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定に

ついては、委員長報告のとおり認定されました。 

 次に、認定第３号 令和６年度雨竜町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定に

ついて討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） 討論がないので、直ちに採決いたします。 

 本案を委員長報告のとおり認定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） 異議なしと認めます。 

 よって、認定第３号 令和６年度雨竜町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定

については、委員長報告のとおり認定されました。 

 次に、認定第４号 令和６年度雨竜町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定

について討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） 討論がないので、直ちに採決いたします。 

 本案を委員長報告のとおり認定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） 異議なしと認めます。 

 よって、認定第４号 令和６年度雨竜町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認

定については、委員長報告のとおり認定されました。 
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    ◎議案第５２号 

〇議長（竹ヶ原利明） 日程番号８、議案第５２号 雨竜町職員の育児休業等に関す

る条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 源副町長。 

〇副町長（源 英博） ただいま上程いただきました議案第５２号 雨竜町職員の育

児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について。 

 雨竜町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定する

ものとする。 

 令和７年９月４日提出、雨竜町長、白川久純。 

 詳細につきましては、担当課より説明させます。 

〇議長（竹ヶ原利明） 安田総務課長。 

〇総務課長（安田尚之） 記、雨竜町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正す

る条例。 

 雨竜町職員の育児休業等に関する条例の一部を別紙のように改正する。 

 説明、地方公務員の育児休業等に関する法律の改正に伴い、本条例の一部を改正す

るものでございます。 

 裏面の新旧対照表を御覧ください。改正案により説明をさせていただきます。第１

条、目的におきまして、法改正により下線部分の部分休業に係る扱いが追加されるも

のでございます。 

 第１７条、部分休業を請求することができない職員の扱いにおける文言を追加する

ものでございます。下線の部分において追加されてございます。 

 第１８条におきましては、部分休業の承認の内容が拡充されたことによりまして第

１８条におきましては文言の修正、第１８条の２におきましては第２号ということで

文言が追加されてございます。第１号では、１日の中で勤務を要しない扱い、そして

第２号では１年の間で勤務を要しない扱いがそれぞれ修正、追加されているものでご

ざいます。内容については、記載のとおりでございます。 

 第１８条の３、育児休業法第１９条第２項の条例で定める１年間の期間について記
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載をされてございます。 

 次のページでございます。第１８条の４、育児休業法第１９条第２項第２号の人事

院規則で定める時間を基準として条例で定める時間の扱い、これについて追加されて

いるものでございます。 

 第１８条の５におきましては、育児休業法第１９条第３項の条例で定める特別の事

情の定義を追加するものでございます。 

 第１９条につきましては部分休業をしている職員の給与の扱い、第２０条におきま

しては部分休業の承認の取消し事由をそれぞれ法改正により文言を修正しているもの

でございます。 

 附則、第１項、施行期日、この条例は、令和７年１０月１日から施行する。 

 第２項、経過措置、育児休業法第１９条第２項第２号に掲げる範囲内において、こ

の条例の施行の日から令和８年３月３１日までの間における部分休業の承認の請求を

する場合におけるこの条例による改正後の職員の育児休業等に関する条例第１８条の

４の規定の適用については、同条第１号中「７７時間３０分」とあるのは「３８時間

４５分」と、同条第２号中「１０」とあるのは「５」とする。 

 以上、議案第５２号、雨竜町職員の育児休業等に関する条例の一部改正についての

説明といたします。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

〇議長（竹ヶ原利明） 説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） これをもって質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。議案第５２号について討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） 討論がないので、直ちに採決いたします。 

 本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） 異議なしと認めます。 

 よって、議案第５２号 雨竜町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条
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例の制定については、原案のとおり可決されました。 

 

    ◎議案第５３号 

〇議長（竹ヶ原利明） 日程番号９、議案第５３号 雨竜町職員の勤務時間、休暇等

に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 源副町長。 

〇副町長（源 英博） ただいま上程いただきました議案第５３号 雨竜町職員の勤

務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定について。 

 雨竜町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例を次のように制

定するものとする。 

 令和７年９月４日提出、雨竜町長、白川久純。 

 詳細につきましては、担当課より説明させます。 

〇議長（竹ヶ原利明） 安田総務課長。 

〇総務課長（安田尚之） 記、雨竜町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を

改正する条例。 

 雨竜町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を別紙のように改正する。 

 説明、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の

改正に伴い、本条例の一部を改正するものでございます。 

 裏面の新旧対照表を御覧いただきたいと思います。第１５条、介護休暇、この条文

中、下線の部分において法改正により文言を修正するものでございます。 

 第１７条の２、妊娠、出産等についての申出をした職員等に対する意向確認等とい

うことで条文が追加されるものでございまして、備考欄にございます育児に係る両立

支援制度利用の環境整備のための条を追加するものでございます。内容につきまして

は、下線の部分が追加されてございますが、制度の周知と意向確認それぞれを行うこ

との文言が追加されているものでございます。 

 次のページ、第１７条の３、配偶者等が介護を必要とする状況に至った職員に対す

る意向確認等、この部分につきましては条を繰り下げ、下線部分の文言を修正するも
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のでございます。 

 第１７条の４、勤務環境の整備に関する措置、この部分につきましては条を繰り下

げるものでございます。 

 附則、この条例は、令和７年１０月１日から施行する。 

 以上、議案第５３号、雨竜町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正につ

いての説明といたします。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

〇議長（竹ヶ原利明） 説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） これをもって質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。議案第５３号について討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） 討論がないので、直ちに採決いたします。 

 本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） 異議なしと認めます。 

 よって、議案第５３号 雨竜町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正

する条例の制定については、原案のとおり可決されました。 

 

    ◎議案第５４号 

〇議長（竹ヶ原利明） 日程番号１０、議案第５４号 北海道市町村職員退職手当組

合規約の変更についてを議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 源副町長。 

〇副町長（源 英博） ただいま上程いただきました議案第５４号 北海道市町村職

員退職手当組合規約の変更について。 

 地方自治法第２８６条第１項の規定により、北海道市町村職員退職手当組合規約を

次のとおり変更する。 
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 令和７年９月４日提出、雨竜町長、白川久純。 

 詳細につきましては、担当課より説明させます。 

〇議長（竹ヶ原利明） 安田総務課長。 

〇総務課長（安田尚之） 記、北海道市町村職員退職手当組合規約の一部を変更する

規約。 

 北海道市町村職員退職手当組合規約の一部を次のように変更する。 

 別表（２）、一部事務組合及び広域連合の表檜山管内の項中「、江差町・上ノ国町

学校給食組合」を削る。 

 附則、この規約は、地方自治法第２８６条第１項の規定による総務大臣の許可の日

から施行する。 

 説明、加入団体の脱退に伴い、規約別表（２）の変更について協議するため、本案

を提出するものでございます。 

 裏面の新旧対照表を御覧いただきたいと思います。改正案のほうで説明をさせてい

ただきます。附則におきましては、根拠法を追加するものでございます。 

 その下、別表（２）、この部分につきましては、この表中、組織団体の減少に伴い、

下線の部分の団体名を変更するものでございます。 

 以上、議案第５４号、市町村職員退職手当組合規約の一部変更についての説明とい

たします。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

〇議長（竹ヶ原利明） 説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） これをもって質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。議案第５４号について討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） 討論がないので、直ちに採決いたします。 

 本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） 異議なしと認めます。 
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 よって、議案第５４号 北海道市町村職員退職手当組合規約の変更については、原

案のとおり可決されました。 

 

    ◎議案第５５号 

〇議長（竹ヶ原利明） 日程番号１１、議案第５５号 北海道町村議会議員公務災害

補償等組合規約の変更についてを議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 源副町長。 

〇副町長（源 英博） ただいま上程いただきました議案第５５号 北海道町村議会

議員公務災害補償等組合規約の変更について。 

 地方自治法第２８６条第１項の規定より、北海道町村議会議員公務災害補償等組合

規約を次のとおり変更する。 

 令和７年９月４日提出、雨竜町長、白川久純。 

 詳細につきましては、担当課より説明させます。 

〇議長（竹ヶ原利明） 安田総務課長。 

〇総務課長（安田尚之） 記、北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の一部を

変更する規約。 

 北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の一部を次のように変更する。 

 別表第１中「江差町・上ノ国町学校給食組合」を削る。 

 附則、この規約は、地方自治法第２８６条第１項の規定による総務大臣の許可の日

から施行する。 

 説明、加入団体の脱退に伴い、規約別表第１の変更について協議するため、本案を

提出するものでございます。 

 裏面の新旧対照表を御覧いただきたいと思います。表中、附則につきましては根拠

法を追加するものでございます。 

 別表第１、組織団体の減少に伴い変更するものでございまして、下線の部分の団体

が削除されているものでございます。 

 以上、議案第５５号、北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の一部変更につ
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いての説明といたします。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

〇議長（竹ヶ原利明） 説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） これをもって質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。議案第５５号について討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） 討論がないので、直ちに採決いたします。 

 本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） 異議なしと認めます。 

 よって、議案第５５号 北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更につい

ては、原案のとおり可決されました。 

 

    ◎議案第５６号 

〇議長（竹ヶ原利明） 日程番号１２、議案第５６号 北海道市町村総合事務組合規

約の変更についてを議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 源副町長。 

〇副町長（源 英博） ただいま上程いただきました議案第５６号 北海道市町村総

合事務組合規約の変更について。 

 地方自治法第２８６条第１項の規定により、北海道市町村総合事務組合規約を次の

とおり変更する。 

 令和７年９月４日提出、雨竜町長、白川久純。 

 詳細につきましては、担当課より説明させます。 

〇議長（竹ヶ原利明） 安田総務課長。 

〇総務課長（安田尚之） 記、北海道市町村総合事務組合規約の一部を変更する規約。 

 北海道市町村総合事務組合規約の一部を次のように変更する。 
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 別表第１、檜山振興局（１１）の項中「（１１）」を「（１０）」に改め、「、江

差町・上ノ国町学校給食組合」を削る。 

 別表第２の９の項中「、江差町・上ノ国町学校給食組合」を削る。 

 附則、この規約は、地方自治法第２８６条第１項の規定による北海道知事の許可の

日から施行する。 

 説明、加入団体の脱退に伴い、規約別表第１及び別表第２の変更について協議する

ため、本案を提出するものでございます。 

 裏面の新旧対照表を御覧いただきたいと思います。表中、附則におきましては根拠

法を追加するものでございます。 

 別表第１及び別表第２におきましては、組織団体の減少に伴いそれぞれ内容を変更

しているものでございます。 

 以上、議案第５６号、北海道市町村総合事務組合規約の一部変更についての説明と

いたします。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

〇議長（竹ヶ原利明） 説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） これをもって質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。議案第５６号について討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） 討論がないので、直ちに採決いたします。 

 本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） 異議なしと認めます。 

 よって、議案第５６号 北海道市町村総合事務組合規約の変更については、原案の

とおり可決されました。 

 暫時休憩します。 

 

休憩 午前１０時４８分 
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再開 午前１１時１０分 

 

〇議長（竹ヶ原利明） 休憩を解き会議を再開します。 

 

    ◎議案第５７号 

〇議長（竹ヶ原利明） 日程番号１３、議案第５７号 雨竜町教育委員会委員の任命

につき同意を求めることについてを議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 白川町長。 

〇町長（白川久純） ただいま上程いただきました議案第５７号 雨竜町教育委員会

委員の任命につき同意を求めることについて。 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第２項の規定により、次の者を任

命することについて議会の同意を求める。 

 令和７年９月４日提出、雨竜町長、白川久純。 

 記、氏名、柴垣仁美、任期、令和７年１０月１日から令和１１年９月３０日まで、

４か年。 

 説明、雨竜町教育委員会委員、柴垣仁美氏は、令和７年９月３０日、任期が満了す

るので、上記の者を任命することについて議会の同意を求めるものであります。 

 裏面に柴垣氏の経歴が載ってございますので、ご一読いただきたいと思います。 

 以上、議案第５７号の提案説明とさせていただきます。よろしくご審議いただきま

してご同意賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長（竹ヶ原利明） 説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） これをもって質疑を終結します。 

 お諮りします。本案は人事案件であり、この際討論を用いないで原案に同意するこ

とに決したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 
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〇議長（竹ヶ原利明） 異議なしと認めます。 

 よって、議案第５７号 雨竜町教育委員会委員の任命につき同意を求めることにつ

いては、原案に同意することに決しました。 

 

    ◎議案第５８号 

〇議長（竹ヶ原利明） 日程番号１４、議案第５８号 雨竜町固定資産評価審査委員

会委員の選任につき同意を求めることについてを議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 白川町長。 

〇町長（白川久純） ただいま上程いただきました議案第５８号 雨竜町固定資産評

価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについて。 

 地方税法第４２３条第３項の規定により、次の者を選任することについて、議会の

同意を求める。 

 令和７年９月４日提出、雨竜町長、白川久純。 

 記、氏名、池田弘一、任期、令和７年１１月１日から令和１０年１０月３１日まで

の３か年。 

 説明、雨竜町固定資産評価審査委員会委員、池田弘一氏は、令和７年１０月３１日

任期が満了するので、上記の者を選任することについて、議会の同意を求めるもので

あります。 

 裏面に池田氏の経歴が記載されております。ご一読いただきたいと思います。 

 以上、議案第５８号の提案説明とさせていただきます。よろしくご審議をいただき

ましてご同意賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長（竹ヶ原利明） 説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） これをもって質疑を終結します。 

 お諮りします。本案は人事案件であり、この際討論を用いないで原案に同意するこ

とに決したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 
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（「異議なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） 異議なしと認めます。 

 よって、議案第５８号 雨竜町固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求

めることについては、原案に同意することに決しました。 

 

    ◎意見書案第３号 

〇議長（竹ヶ原利明） 日程番号１５、意見書案第３号 国土強靱化に資する社会資

本整備等に関する意見書を議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 吉見拓也議員。 

〇１番（吉見拓也） 意見書案第３号 国土強靱化に資する社会資本整備等に関する

意見書。 

 地方自治法第９９条の規定により、別記関係行政庁に対し標記意見書を別紙のとお

り提出するものとする。 

 令和７年９月４日提出。 

 提出者、雨竜町議会議員、吉見拓也。賛成者、雨竜町議会議員、野村耕次郎、同じ

く賛成者、雨竜町議会議員、佐々木徹。 

 雨竜町議会議長、竹ヶ原利明様。 

 記、提出先、内閣総理大臣、衆議院議長、参議院議長、総務大臣、財務大臣、国土

交通大臣、国土強靱化担当大臣。 

 次ページをお開きください。本意見の要旨につきましては、北海道の道路を取り巻

く環境は、自然災害に伴う交通障害、幹線道路や通学路における交通事故、道路施設

の老朽化など多くの課題を抱えており、その課題を解消し、激甚化、頻発化する大規

模災害に備えた強靱な地域づくりを進めるためにも国土強靱化の取組をより一層推進

し、特段の措置を講ずるよう強く要望するものです。 

 記を要約、朗読し、説明に代えさせていただきます。 

 １、山積する道路整備の課題に対応しながら計画的かつ長期安定的な道路整備や維

持管理が進められるよう、必要な予算を確保すること。 
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 ２、第１次国土強靱化実施中期計画に基づく橋梁等の老朽化対策などを確実に進め

るために今後の資材価格、人件費高騰等の影響を適切に反映した必要な予算、財源を

確保すること。 

 ３、国土強靱化に資する災害に強い道路ネットワークの整備を促進すること。 

 ４、舗装補修の対象範囲が拡充された緊急自然災害防止対策事業債の延長を含めた

地方財政措置制度の充実を図ること。 

 ５、地域の暮らしを支える道路整備や除排雪を含む維持管理の充実が図られるよう、

必要な予算を確保すること。 

 ６、災害発生時の迅速かつ円滑な復旧等のため、北海道開発局及び各開発建設部の

人員体制の充実、強化を図ること。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により提出する。 

 令和７年９月４日、北海道雨竜郡雨竜町議会。議員各位のご賛同をお願いいたしま

す。 

〇議長（竹ヶ原利明） 提案者の提案理由及び内容の説明が終わりました。 

 本案は、質疑、討論を省略し、原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） 異議なしと認めます。 

 よって、国土強靱化に資する社会資本整備等に関する意見書は、原案のとおり可決

されました。 

 

    ◎会議案第５号 

〇議長（竹ヶ原利明） 日程番号１６、会議案第５号 閉会中の委員会所管事務調査

についてを議題といたします。 

 局長に朗読説明させます。 

 局長。 

〇事務局長（小宮山めぐみ） 会議案第５号 閉会中の委員会所管事務調査について。 

 閉会中の所管事務調査について各委員会より次のとおり申出があったので、許可す

ることについて付議する。 
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 令和７年９月４日提出、雨竜町議会議長、竹ヶ原利明。 

 記、委員会名、議会運営委員会。件名、次期議会の会期日程等の議会運営に関する

事項及び議長の諮問に関する事項。調査期間、令和７年第４回定例会まで。 

 委員会名、行政常任委員会。件名、学校施設の現状と今後の環境整備。調査期間、

令和７年第４回定例会まで。 

 以上で説明を終わります。 

〇議長（竹ヶ原利明） 質疑があれば受けます。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） お諮りします。 

 本案を原案のとおり決したいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇議長（竹ヶ原利明） 異議なしと認めます。 

 よって、会議案第５号 閉会中の委員会所管事務調査については、申出のとおり許

可することに決しました。 

 

    ◎閉会の宣告 

〇議長（竹ヶ原利明） 以上で本議会に付議された議案全部の審議が終了いたしまし

た。 

 これをもって本日の会議を閉じ、令和７年第３回雨竜町議会定例会を閉会いたしま

す。 

（午前１１時２１分） 
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